
                                             
「－障がいのある方へ－福祉のあらまし（令和７年度版）」 

第１回修正（令和７年 12月現在） 

34 ページ〈修正〉 

【補装具費の給付】  身 難 

※文言の修正 

 
窓   口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙） 

 手 続 き：１．補装具の購入（修理・借受け）を希望する方は、上記の窓口で費用支給の申 
    請を行います。 

２．申請を受けた保健福祉センターは、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセン
ター等の意見をもとに補装具費の支給決定を行います。 

３．支給決定を受けた方は、代理受領登録補装具事業者と補装具の購入（修理・借受け）
の契約を結び、補装具の購入（修理・借受け）のサービスを受けていただきます。 

４．補装具事業者から補装具の購入（修理・借受け）を受けたら、購入（修理・借受け）
費用のうち利用者負担額を補装具事業者に支払っていただきます。 

５．補装具の購入（修理・借受け）費用から利用者負担額を差し引いた額は、保健福祉
センターから補装具事業者に支払います。 
※借受けの対象となる補装具は、①義肢・装具・姿勢保持装置の完成用部品、②歩
行器、③車載用姿勢保持装置、④重度障がい者用意思伝達装具（本体のみ）です。 

 

 

障がいの種別 補装具の種類 

視覚障がい 視覚障がい者安全つえ・義眼・眼鏡 

聴覚障がい 補聴器・人工内耳（音声信号処理装置の修理のみ） 

肢体不自由 
義手・義足・装具・姿勢保持装置・車椅子・電動車椅子・
歩行器・歩行補助つえ 

 18歳未満のみ 姿勢保持装置・起立保持具・排便補助具 

呼吸器または心臓機能障がい 車椅子・電動車椅子 

肢体不自由かつ言語機能障がい 重度障がい者用意思伝達装置 

※介護保険の対象となる方は、補装具のうち、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえは介
護保険と共通する品目であるため、介護保険から貸与を受けていただくことになります。 
ただし、医師や心身障がい者リハビリテーションセンター等により障がい者の身体状況に個別に
対応することが必要と判断される場合には、補装具費として支給を受けることができます。なお、
希望する補装具であっても、障がいの内容により支給対象外となる場合がありますので、詳細に
ついては窓口にご確認ください。 

    

 

35～36ページ〈修正〉 

【日常生活用具給付事業】身 知 精 難 

※文言の修正 

 

品目名 障がい者手帳等の区分 等級等 その他制限等 

介護・訓
練支援用
具（給付） 

訓練椅子 下肢または体幹機能障がい 2 級以上 3 歳以上 18 歳未満 
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品目名 障がい者手帳等の区分 等級等 その他制限等 

自立生活

支援用具

（給付） 

車椅子用レインコ

ート 

身体障がい 1～７級 

車いすの使用を必要とする方 
難病等を有する方でその疾病が起因

となり車椅子の使用を必要とする者 
 

 

38 ページ〈修正〉 

※文言の修正 

※日常生活用具のうち、特殊寝台、特殊マット、褥瘡予防マット、体位変換器、移動・移乗支援用具、

移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具および便器は、介護保険の福祉用具と共通する品目なので、

介護保険の対象の方は、介護保険からの貸与や購入費の支給を受けていただくことになります。 

 

68 ページ〈修正〉 

【介護人付無料乗車証・単独用無料乗車証・乗車料金割引証】身 知 精  

※文言の修正 

（※９）Osaka Metro、大阪シティバスで定める割引運賃を適用します。 

※ オンデマンドバス/ IKEA鶴浜/ユニバーサル・スタジオ・ジャパンＴＭ行バス/その他大阪シテ

ィバスの規則（乗合自動車運送約款取扱規則別表第２）で定める特定の路線については、割引

の適用外です。 

    （身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳）の呈示による割引は適用されま

す。） 

 

117～125 ページ〈追加、修正、削除〉 

リフト付タクシー給付券が利用できるタクシー会社【大阪市内 24 区】 

〈追加〉 

区名 事業所名 電話番号 大型車 普通車 

此花区 このはな介護タクシー 080-3801-1633  ○ 

住吉区 介護タクシーいしかわ 090-1485-4141  ○ 

大正区 羊ケアタクシー 090-3945-1166  ○ 

西淀川区 にしよどケアタクシー 080-6197-6355  ○ 

平野区 咲介護タクシー 070-4291-4789  ○ 

都島区 ふみ愛ケアタクシー 090-3186-0231  ○ 
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〈修正〉 

区名 事業所名 電話番号 大型車 普通車 

城東区 介護タクシー笑顔 080-6158-4895  ○ 

 

〈削除〉 

区名 事業所名 電話番号 大型車 普通車 

住吉区 正送介護タクシー 090-3710-9193  ○ 

 

リフト付タクシー給付券が利用できるタクシー会社【大阪府内（大阪市を除く）】 

〈追加〉 

市町村名 事業所名 電話番号 大型車 普通車 

堺市 

介護タクシーおおくに 0120-092-154 ○  

株式会社２４ 070-5076-4267  ○ 

摂津市 ケアタクシーまさみ 06-4862-2550  ○ 

大東市 福祉・介護タクシー和 072-300-2380  ○ 

富田林市 もも福祉タクシー 080-7247-8789  ○ 

東大阪市 

あとらす 070-6804-6366 ○  

ドライビング・ホヌ 080-5548-0808 ○  

藤井寺市 介護タクシー歩（あゆむ） 080-3529-3365  ○ 

箕面市 

介護・福祉タクシーのコーケン 070-8943-2117 ○  

ケアタクシークローバー 070-8524-9680 ○  

八尾市 介護タクシーリリーフル 090-3624-9118  ○ 

 

 


